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【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせはシティセールス課（☎ 82-1148）まで。お得な割引もあります。
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ヒメボタルの保護と観賞者の
安全確保にご協力ください

　竜王山では、5 月中旬から 6 月
上旬にかけて、幻想的なヒメボタ
ルの乱舞を観ることができます。
◦車両通行止め期間（一部区間）
　5 月 16 日㈮〜 25 日㈰　19:30

〜 21:30（土・日は 〜22:00）
問都市計画課（☎ 82-1162）

高齢者保健福祉実態調査

　調査のため、各区域の民生委員
が対象者の自宅に伺います。
◦対象　市内在住の以下の人
◦ 70 歳以上（昭和 30 年 5 月 1

日以前生まれ）の在宅でひと
り暮らしの人

◦ 75 歳以上（昭和 25 年 5 月 1
日以前生まれ）の在宅でふた
り暮らし世帯の人

◦ 65 歳以上（昭和 35 年 5 月 1
日以前生まれ）で寝たきりの人

◦調査期間
　5 月 19 日㈪〜 6 月 20 日㈮
問高齢福祉課（☎ 82-1173）

広報紙 6 月 1 日号の発送日

　広報「さんようおのだ」6 月 1
日号等の配布文書は、6 月 2 日
㈪の自治会便で発送します。
問シティセールス課（☎ 82-1148）

緊急情報の伝達訓練

　J
ジ ェ イ ア ラ ー ト

-ALERT（全国瞬時
警報システム）の情報伝
達訓練を実施します。実施日には、
お持ちの市防災ラジオと市内 14
か所に設置してある屋外スピー
カーから音声を発信します。
◦日時　5月28日㈬　11:00ごろ
※気象状況等によっては、訓練

を中止する場合があります。
問総務課危機管理室（☎82-1122）

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

　戦後 80 年にあたり、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金が支
給されます。令和 7 年 4 月 1 日現在、「恩給法による公務扶助料・
特例扶助料」「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族
給与金」等を受ける人がいない場合に支給されます。
◦支給対象者および優先順位　
❶戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
❷戦没者等の子
❸戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満

たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
❹上記以外の遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き 1 年以上生

計関係があった三親等以内の親族（甥
おい

、姪
めい

等）
◦支給内容　額面 275,000 円（5 年償還の記名国債）
◦受付期限　令和 10 年 3 月 31 日
問・ 社会福祉課（☎ 82-1174）　山陽総合事務所（☎ 71-1514）

5 月 12 日は
「民生委員・児童委員の日」

　民生委員・児童委員は「誰も
が笑顔で、安全に、安心して暮
らせる社会づくり」のため、ボ
ランティアとして活動していま
す。秘密は厳守しますので安心
してご相談ください。
■民生委員・児童委員の主な活動
◦相談　課題を抱える地域住民

の相談に応じます。
◦連絡通報　関係行政機関等に

連絡し、必要な対応を促すパ
イプの役割を果たします。

◦調整　適切な福祉サービスの提
供を得られるよう支援します。

問社会福祉課（☎ 82-1174）
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